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土砂災害については、気象予・警報等により、事前に危険を予測することが可能な

場合が多いことから、風水害及び土砂災害の気象予・警報等の発表以降、災害の発生

に到る警戒期においては、主に情報収集や伝達等を行い、早い段階から災害に備えた

体制を準備する必要がある。また、災害の発生するおそれがある場合は、避難、救助、

救急、緊急医療等の人命の確保（要配慮者への支援を含む。）や、土砂災害の防止対策

等の緊急を要する対策を効果的に実施する必要があることから、災害警戒期と災害対

応期でそれぞれに必要な対応を図る。なお、警戒初期の対応においては、土砂災害と

風水害を分ける必要はないが、前兆現象確認後や発災後においては、より迅速な対応

が求められることから、あらかじめ土砂災害を想定した応急対策を別に定める。 
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第１項　災害警戒期の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

土砂災害については、危険を予測することが非常に困難であるが、気象予・警報・前

兆現象等により予測に努めることで、被害の軽減を図れる可能性があることから、警戒

期の対応を明確に示し、対策を効果的に実施する。 

対 策 の 体 系

第１節　災害警戒期の活動災害警戒期の活動

災害発生のおそれがある気象予警報等の発表、又は町域で局地的に小規模な災害発生

のおそれがある場合等、連絡員（課長級職員）及び、町長・副町長、危機管理監と協議を

行い、配備体制を検討し発令する。また、気象状況等により、砂防にかかる対応を要する

場合は、災害警戒本部を設置し、対応に当たる。 

対 策 の 体 系

第１　組織体制及び職員の配置 

第２  連絡員体制の設置 

第３　災害警戒本部の設置 

第４　職員の配備基準 
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 議会事務局・財政管理課・総務課・会計課・税務課

 健康福祉課・国保介護支援課・住民課

 建設課・地域振興課・農林振興課

 

 

実 施 主 体

取 組 内 容
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◆気象条件 

町内に暴風警報、大雨警報、洪水警報のいずれかが発表された

とき 

※その他、台風の接近または前線の活発化のおそれがある

場合 設置することがある。

◆連絡員体制　　 

課長級職員（２～３名程度）及び防災担当課職員 

※連絡員体制は、防災担当課において班編成を行い、１週

間ごとにローテーションで対応する。

◆気象条件 

町内に暴風警報、大雨警報、洪水警報のいずれかが発表され、

かつ町内河川にかかる水防警報１号が発令されたとき

◆組織体制検討メンバー 

 

 

災害警戒本部設置 災害対策本部設置

３－１号 配 備 

全職員の７割～８割程度 

３－２号 配 備 

全　職　員

２ 号 配 備 

全職員の職員５割程度 

１ 号 配 備 

全職員の３割程度 

町長・副町長・危機管理監連絡員
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　情報収集・分析 

〈気象情報等の監視、地域住民等からの土砂災害の前兆現象等の情報連絡に対応、気象

庁の土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）の把握、土砂災害警戒情報の把

握〉 

②　広  
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 住民課、企画広報課 危機管理監（住民課長） 

企 画 広 報 課 長

 総務課、財政管理課、 

税務課、議会事務局、 

会計課

議 会 事 務 局 長 

財 政 管 理 課 長 

総 務 課 長 

税 務 課 長 

会計管理者（会計課長）

 健康福祉課、国保介

護支援課、住民課 

健 康 福 祉 課 長 

国 保 介 護 支 援 課 長 

住 民 課 長

 建設課、地域振興課、

農林振興課

建 設 課 長 

農 林 振 興 課 長 

地 域 振 興 課 長

 上下水道課 上 下 水 道 課 長

 教育委員会 生 涯 学 習 課 長 

教 育 推 進 課 長

 ※ 上 郡 消 防 署 長

 



　第２章　災害警戒期の活動　 

285

Ⅲ
　
災
害
応
急
対
応
計
画

第
２
部
　
土
砂
災
害
応
急
対
応
計
画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の把握、土砂災害警戒情報の把

握〉 

②　  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

降雨指標値が「避難指示発令の目安となる線」に到達したとき。 
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気象台からの情報 
  

兵庫県・気象台 

共同発表の情報 
   

前兆情報 
  

災害の情報

大雨警報大雨注意報

土砂災害警戒情報

（巡回活動、住民の通報により入手）

災害発生

災害対策完了

活動体制

連絡員体制 災害対策本部設置警戒本部体制

土砂災害対策のながれ

大雨注意報

大雨警報

土砂災害警戒情報

土砂災害危険性大

２時間以内に大雨注意報 

（土砂災害）の基準を超過

２時間以内に大雨警報 

（土砂災害）の基準を超過

2 時間以内に土砂災

害警戒情報の基準を

超過

実況で土砂災害発生

危険基準線超過

前兆現象

土砂災害発生

自
主
避
難
者
の
受
入
れ
対
応

◇連絡員体制 
(1) 情報収集・分析　　　　　　　　　　　　
(2) 防ぎょ体制の検討 
(3) 災害警戒本部体制の確立準備 
(4) 関係機関等との連絡調整 

◇警戒活動（第１号配備） 
(1) 情報収集・分析　　　　　　　　 
(2) 広報活動、自治会等への情報伝達 
(3) 重要水防箇所、河川及びがけ地、管理

施設、危険箇所等の巡回 
(4) 土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の

巡回 
(5) 交通規制　　　　　　　　　　　 
(6) 関係機関等との連絡調整 
(7) 避難所開設準備

◇警戒活動（第２号配備） 
(8)  の発令　　　　　　
(9)  防ぎょ活動 
(10) 災害対策本部体制確立準備　　  

(11) 要配慮者支援 
(11) 水防活動 
(12) 土砂災害警戒活動 
第 1 号配備の(1)～(7)に加えて、上記の活

動を行う。 

◇避難活動 
(1) 災害対策本部設置 
(2) 避難指示の発令 
(3) 避難所開設 
(4) 応急対策の準備

基 準 主 な 施 策
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応　急　対　策　期災　害　危　険　期災　害　警　戒　期
降水開始 
からの 
時系列

災　害 
状　況 

 
前兆 
現象

▼大雨注意報　　　　▼大雨警報　　　　▼土砂災害警報情報気　象 ▼土砂災害発生危険基準線（CL）超過　　▼降雨さらに強まる　　　　　　　　　　　　　　▼降雨終了

▼小石がぱらぱら落ちる　　　▼小石がぼろぼろ落ちる 
▼木が傾く・揺れる　　　　　▼倒木が発生 
▼湧水量の増加　　　　　　　▼湧水が止まる

がけ崩れ
★土砂災害発生

▼斜面から湧水が発生

★土砂災害発生

▼流水が濁る ▼流水の異常な濁り　　　　　▼渓流上流で地鳴り 
▼流木の流出　　　　　　　　▼大量の流木の流出 
▼渓流水位の上昇　　　　　　▼渓流水位の激減

土石流

▼樹木が傾いている 
▼斜面がはらみだす　　　　　　　　　　▼地鳴り・山鳴りがする

★土砂災害発生地すべり

警戒本部体制

体　制 
情　報 

◎警戒本部体制 
◎災害対策本部設置検討（警戒本部） 

▼情報収集開始　　　▼情報収集開始　　▼現場情報・住民からの通報収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼土砂災害発生を関係機関に連絡（総務部） 
（連絡員体制）　　  　（関係各部）　　　（本部事務局・総務部・消防署・建設産業部） 

▼他機関の情報収集　　　　▼通報、巡視等から土砂災害の切迫性あり 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建設産業部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼土砂災害発生の兆候あり

警　戒 
活　動 

▼通報箇所の巡視活動　　▼変状の発見 
▼巡視活動開始 
（建設産業部・消防団・近畿地方整備局・光都農林振興事務所・光都土木事務所）　　　▼変状箇所の立ち入り禁止・監視・応急措置

◎自主避難 
▼避難場所開設（自主避難）　　　▼避難場所開設 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼危険地区に避難指示発令（町長）　▼危険地区に避難指示発令（町長） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼報道機関等に避難広報要請（総務部） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼広報車による避難広報（消防署・総務部） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼自主防災組織・施設管理者による避難誘導

避　難 
活　動 

▼消防隊出動（消防署） 
▼自衛隊災害派遣要請（町長）

救　出 
捜　索 

▼救急車両出動（消防署） 
▼負傷者を病院に搬送 
▼道路寸断の場合、ヘリコプター出動

救　急 
医　療 

▼被災宅地判定士の出動要請 
▼被災宅地の判定開始 
▼宅地の応急措置 

（二次災害防止）

宅　地 
対　策 

第２部
　

 

土砂災害応急対応計画 Ⅲ
 

 

災害応急対応計画
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（必要に応じ災害
対策
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町内に暴風、大雨、洪水のいずれかの警報が発表されたとき。

連絡員体制（予備配備）：課長級職員（２～３名）及び防災担当課職員　

町内に暴風、大雨、洪水のいずれかの警報が発表され、かつ町内河川にかかる水防警報１

号が発令されたとき。

組織体制検討メンバーにて配備体制

１号配備：全職員の３割程度 ２号配備：全職員の５割程度災害警戒本部設置

３-１号配備：全職員の７～８割程度 ３-２号配備：全職員災害対策本部設置
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町内に暴風、大雨、洪水のいずれかの警報が発表されたとき。 

連絡員体制（予備配備）：課長級職員（２～３名）及び防災担当課職員　

町内に暴風、大雨、洪水のいずれかの警報が発表され、かつ町内河川にかかる水防警報１

号が発令されたとき。

全課長に課長級メーリングリストにて配備状況をメールで伝達

組織体制検討メンバーにて配備体制

災害対策本部設置

災害警戒本部設置 １号配備：全職員の３割程度 ２号配備：全職員の５割程度 

３-１号配備：全職員７～８割程度 ３-２号配備：全職員
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⑤　家族の安全が確保できていないとき。  
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第２項　気象観測情報等の収集伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
 
 

気象・雨量情報、土砂災害警戒情報、前兆現象や災害発生情報等に関する情報を収集、

把握し、状況に応じた警戒 る。

対 策 の 体 系

第１　気象情報等の監視・情報収集 

第２　土砂災害発生危険区域等の監視 

第３　情報交換 

第４　災害警戒本部の対応 

第５　異常現象発見時の通報 

実 施 主 体

取 組 内 容
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避難指示  

 

避難指示
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第３項　土砂災害警戒情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難指示

 

避難指示  

 

 

 

 
 

  

 避難指示

  

 

気象庁または兵庫県から提供される、土砂災害にかかる情報について、その情報の目

的及び性質を十分理解するとともに、伝達の系統、方法等について精通し、その情報を

有効に利用して効果的な警戒活動に努める。

対 策 の 体 系

第１　情報等への対応 

第２　発令基準 

第３　避難指示等の伝達手法

実 施 主 体

取 組 内 容
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避難指示  

 

 

 

 

 

 

 

第４項　水防情報の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
土砂キキクル（大雨

警報（土砂災害）の

危険度分布）

土石流・急傾

斜地の崩壊・

地すべり

土砂災害発生の危険度を１Km

メッシュ毎にレベル表示した

もの（気象庁防災情報提供シス

テム）

実況または今後２時間以内

の予想で、大雨警報や土砂災

害警戒情報等の発表基準を

超過する地域を色分けして

表示（10 分毎更新）

風水害及び土砂災害による被害の軽減を図るため、町は、緊急を要する気象警報や洪水

警報等について、迅速かつ確実に住民に伝達を行う。
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第５項　応急警戒活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

町及び関係機関は、気象警報その他災害に関する情報が発せられたとき、又は小規模な

土砂災害が発生した場合、注意体制として「情報収集・交換」「土砂災害対策活動」「ライ

フライン・交通警戒活動」等の対応を行うため、必要に応じて警戒本部体制を確立して災

害に備えるものとする。 

対 策 の 体 系

第１　情報収集・交換 

第２　土砂災害対策活動 

第３　ライフライン・交通警戒活動 

実 施 主 体

取 組 内 容
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第１項　災害対策本部体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土砂災害は、ひとたび発生すると、多数の人命と財産が瞬時に失われるおそれがある

ので、防災関係機関が、災害の発生した場合または発生するおそれがある場合に十分な

対策を実施する。

対 策 の 体 系

第１節　警戒活動

第２節　避難活動

第３節　通信情報活動災害対策期の活動

第４節　災害発生後の活動

第５節　応急対策活動

土砂災害により町域に大規模な被害が生じ、若しくは発生するおそれがある場合で、町

長が必要と認めたときは、災害対策基本法第 23 条の２及び上郡町災害対策本部条例に基

づき災害対策本部を設置し、災害応急対策を実施する。
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第２項　土砂災害警戒活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

関係機関は、大雨警報の発表やその他の気象条件により被害が発生するおそれがある

時等で、災害対策本部体制をとった場合は、巡回活動及びその状況報告、時間予想降雨の

確認等の警戒活動を実施する。 

また、関係機関は、住民等からの危険情報及び過去の被災状況等を踏まえ、降雨強度等

の状況に応じ危険性が高いと考えられるがけ地等の危険区域について巡視活動を行う。

対 策 の 体 系

第１　情報収集 

第２　警戒活動 

第３　情報交換 

第４　応急措置 

第５　資機材の調達 

実 施 主 体

取 組 内 容
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近畿地方整備局 

光都土木事務所

【電話又は FAX】
 

災 害 対 策 本 部

情報 
○所管する道路、河川、

施設等の異常現象 
○道路の冠水・渋滞状況 

 
所管する道路、 

河川、施

 
災 害 対 策 本 部 

【電話又は FAX】
 

光都農林振興事務所 

情報 
○所管す 治山

施設の異常現象所管する  

【電話又は FAX】
 
災 害 対 策 本 部 

 

建設産業部

情報 
○がけ地及び土石流危

険渓流の異常現象 
○道路の冠水・渋滞状況

がけ地・土石流危険

渓流・河川・道路

【電話又は FAX】
 

災 害 対 策 本 部 

 

消 防 団

情報 
○がけ地及び土石流危

険渓流の異常現象 
○道路の冠水・渋滞状況

がけ地・土石流危険

渓流・河川・道路

消 防 団

※異常現象、災害の 
おそれがある場合

上 郡 消 防 署

町の関係各部

消 防 団

※異常現象、災害の 
おそれがある場合

上 郡 消 防 署

町の関係各部

消 防 団

※異常現象、災害の 
おそれがある場合

上 郡 消 防 署

町の関係各部

上 郡 消 防 署

町の関係各部

※異常現象、災害の 
おそれがある場合
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兵 庫 県神 戸 地 方 気 象 台

・水防警報、水防情報 
・土砂災害警戒情報

・気象、雨量情報 
・洪水予報

 

・兵庫県警察 

・近畿地方整備局（姫路河川国

道事務所） 

・光都農林振興事務所 

・光都土木事務所

・被害情報 
・異常情報 
・土砂災害発生情報 
・前兆現象

水 防 本 部

災 害 対 策 本 部

消 防 署報道機関（テレビ・ラジオ）

【消防車】
【電話・FAX・広報車】 ・避難情報 

・災害発生情報

【テレビ・ラジオ】

・気象注意報・警報 
・土砂災害警戒情報 
・避難情報 
・災害発生情報

・気象注意報・警報 
・土砂災害警戒情報 
・避難情報 
・災害発生情報 ・前兆現象の通報 

・問い合せ

住民・自主防災組織・要配慮者　等
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第３項　ライフライン・交通警戒活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフライン、交通に関わる管理者、事業者は、豪雨、暴風等によって起こる災害に備

える。
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第１項　避難基準に関する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 避難指示

 
 避難の

 避難の

  

 

災害が発生し又は発生のおそれがある場合、町及び関係機関は危険区域内にある住民

等に対して避難のため 指示し、安全な場所に避難させるなど人命の被害軽

減を図る。また、要配慮者等避難行動に時間を要する者に対する避難や住民の注意喚起を

促すため準備情報の発令に努めるとともに、避難情報発令に係る具体的な基準を定める。 

対 策 の 体 系

第１　避難情報の種類 

第２　避難行動の基本的事項 

第３　対象とする災害及び警戒すべき区域・箇所 

第４　避難すべき区域・箇所 

第５　避難指示等の発令の判断基準 

第６　避難指示等の発令 

第７　避難の誘導 

第８　避難の解除 

実 施 主 体
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避難情報には、 、避難指示、緊急安全確保（以下「避難指示等」という。）がある。 

また、平成 30年７月豪雨を契機に、災害発生の危険度を直感的に理解し、的確に避難行動ができ

るようにするため、避難情報や防災気象情報等の防災情報を５段階の「警戒レベル」を用いて伝

えることとなっており、避難情報と警戒レベルの関連は以下のとおりである。 

 

 

 

第２　避難行動の基本的事項 

 

１．避難行動の基本事項 

住民は、災害が発生するまでに避難を終えることが原則であるが、事態の進行や状況に応じて

適切な避難行動を取ることが必要である。したがって、下記の点を避難行動の基本的事項とする。 

 

 

 

 

 

 種 類 定 義

 
高齢者等避難 

【警戒レベル３】

災害が発生するおそれがある状況、即ち災害リスクのある区域等の高齢

者等が危険な場所から避難するべき状況において、市町村長から必要な地

域の居住者等に対し発令される情報。

 
避難指示 

【警戒レベル４】

災害が発生するおそれが高い状況、即ち災害リスクのある区域等の居住

者等が危険な場所から避難するべき状況において、市町村長から必要と 

認める地域の必要と認める居住者等に対し発令される情報。

 

緊急安全確保 

【警戒レベル５】

災害が発生又は切迫している状況、即ち居住者等が身の安全を確保する

ために指定緊急避難場所等へ立退き避難することがかえって危険である

と考られる状況において、いまだ危険な場所にいる居住者等対し、立退き

避難を中心とした避難行動から、緊急安全確保を中心とした行動へ変容す

るよう市町村長が特に促したい場合に、必要と認める地域の必要と認める

居住者等に対し発令される情報。

取 組 内 容
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避

難指示  

 

 

 

区域・箇所 

 

土砂災害については、土砂災害警戒区域等危険箇所の分布状況に応じて、避難指示等の想定対

象区域を定める。 

 

１．土砂災害の場合の避難すべき区域・箇所の区分 

(1) 土砂災害警戒区域については、土砂災害警戒区域の影響する対象地区を単位とする。 

 

 



　第３章　災害対策期の活動　 

310 

第
２
部
　
土
砂
災
害
応
急
対
応
計
画

Ⅲ
　
災
害
応
急
対
応
計
画

 

　＊兵庫県地域別土砂災害危険度１kmメッシュの対象地区 

 

慮者利用施設（土砂災害防止法第８条第１項第４号） 

 地区名 対象地区（自治会名） 参考雨量

 上郡地区 段町、旭町、東町 上郡町役場

 山野里地区 井上、山田、丹東、丹西、松ノ尾、宿西、平

野、大酒

上郡町役場

 高田地区 中野、休治、宇野山、小野豆、奥、佐用谷、

与井、釜島、正福寺

與井水源地（気象庁） 

高田地区公民館

 高田台地区 高田台1丁目、２丁目、４丁目西、４丁目南、

５丁目西、６丁目

與井水源地（気象庁） 

高田地区公民館

 鞍居地区 惣尻、緑ケ丘、尾長谷、土井、土井の内、小

山、野桑、中村、広根、稗田、梅谷、大杉

野、鍋倉、金出地下、金出地中、戸谷、本金

出地、国光、光都

鞍居地区公民館 

西播磨県民局 

金出地ダム

 赤松地区 大枝、岩木、船谷、倉尾、石戸、黒石、市

原、苔縄、柏野、赤松、細野、河野原、楠

赤松公民館 

石戸公民館

 船坂地区 梨ケ原、落地、下栗原、別名、名村、岡、高

山１、高山２、行頭、皆坂、船坂１、船坂３

安室ダム 

梨ケ原地区公民館 

船坂地区公民館

 播磨自然高原地区 自然高原中央 安室ダム 

梨ケ原地区公民館

 施設名 住　所 地区 種別

 愛心高齢者センター上郡町デイサービスセンター 上郡町山野里 2749-48 大酒 高齢者

 ほうらいの里デイサービスセンター 上郡町中野 1118-1 中野 高齢者

 特別養護老人ホームほうらいの里 上郡町中野 1118-1 中野 高齢者

 デイサービスセンターさくらの家 上郡町竹万 1206 竹万 高齢者

 特別養護老人ホーム野桑の里 上郡町野桑 3027 野桑 高齢者

 デイサービス野桑の里 上郡町野桑 3027 野桑 高齢者

 ショートステイ野桑の里 上郡町野桑 3027 野桑 高齢者

 金出地老人憩いの家 上郡町金出地 909 金出地 高齢者

 愛心園 上郡町山野里 2749-35 大酒 障がい者

 ワークサポートさくら 上郡町山野里 1389-2 平野 障がい者

 育て世代包括支援センター　ふぁみりあ 上郡町上郡 500-1 寺町 母子

 泉心学園 上郡町尾長谷 536 尾長谷 児童

 子育て学習センター 上郡町苔縄 86-1 苔縄 児童

 上郡学童クラブ 上郡町上郡 500-１ 寺町 児童

 兵庫県立大学附属高等学校 上郡町光都3丁目11-1 光都 生徒

 兵庫県立大学附属中学校 上郡町光都3丁目11-2 光都 生徒
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　(3) 崩壊土砂流出危険地区、山腹崩壊危険地区については、危険地区の影響する対象地区を

単位とする。 

 

＊兵庫県CGハザードマップより 

 

２．孤立化が懸念される地域（水害、震災含む） 

  

 地区名 対象地区（自治会名） 参考雨量

 上郡地区 寺町、段町、旭町、東町 上郡町役場

 山野里地区 井上、山田、丹東、大酒 上郡町役場

 高田地区 佐用谷、小野豆、与井 與井水源地（気象庁） 

高田地区公民館

 鞍居地区 惣尻、尾長谷、土井、小山、野桑、中村、梅

谷、大杉野、金出地下、金出地中、国光

鞍居地区公民館 

西播磨県民局 

金出地ダム

 赤松地区 大枝、岩木、倉尾、石戸、赤松、苔縄、河野

原

赤松公民館 

石戸公民館

 船坂地区 落地、下栗原、行頭、高山１、高山２ 安室ダム 

梨ケ原地区公民館 

船坂地区公民館

 （自治会名） 参考雨量

 、

細野、

 

 皆坂、  

 與井水源地（気象庁） 
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第５　避難指示等の発令の判断基準 

 

町は、住民が避難行動を開始する必要があると判断する基準を定める。 

避難指示等の判断基準（具体的な考え方）は以下のとおりとするが、この運用にあたっては、

次の事項に留意する。 

(1) 重要な情報については、情報を発表した気象官署、河川管理者等との間で相互に情報交換

を行う。 

(2) 想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発生することもあることから、

関係機関との情報交換を密に行いつつ、河川の上流部でどのような状況になっているか、暴

風域はどのあたりまで接近しているか、近隣で災害が発生していないかなど、広域的な状況

把握に努める。 

(3) 堤防の異常等、巡視等により自ら収集する現地情報、レーダー観測でとらえた強い雨の地

域、避難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難）等、必ずしも数値等で明確にできないも

のも考慮しつつ、総合的な判断を行う。 

 

１．類型区分 

＊自然現象のため、不測の事態等も想定されることから、避難行動は、計画された避難所等に避難する

ことが必ずしも適切ではなく、事態の切迫し

 

 

 類型 発令時の状況 住民に求める行動

 

警
戒
レ
ベ
ル
３

高齢者等避難

・災害が発生するおそれがある状

況、即ち災害リスクのある区域等

の高齢者等が危険な場所から避

難するべき状況

・高齢者等は危険な場所から避難

（立退き避難又は屋内安全確保）

する。 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、

出勤等の外出を控えるなど普段

の行動を見合わせ始めたり、避難

の準備をしたり、自主的に避難す

るタイミングである。例えば、地

域の状況に応じ、早めの避難が望

ましい場所の居住者等は、このタ

イミングで自主的に避難するこ

とが望ましい。

 警
戒
レ
ベ
ル

４ 避難指示

・災害が発生するおそれが高い状

況、即ち災害リスクのある区域等

の居住者等が危険な場所から避

難するべき状況

・危険な場所から全員避難（立退き

避難又は屋内安全確保）する

 

警
戒
レ
ベ
ル
５

緊急安全確保

・災害が発生又は切迫している状

況、即ち居住者等が身の安全を確

保するために指定緊急避難場所等

へ立退き避難することがかえって

危険であると考られる状況災害発

生又は切迫

・指定緊急避難場所等への立退き

避難することがかえって危険であ

る場合、緊急安全確保する。 

ただし、災害発生・切迫の状況で本

行動を安全にとることができると

は限らす、また本行動をとったと

しても身の安全を確保できるとは

限らない。
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 類 型 基 準

 

【警戒レベル３】 

１：大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）が発表さ

れ、かつ、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）が「警

戒（赤）」（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）となった場合 
（※大雨警報（土砂災害）は市町村単位を基本として発表されるが、警戒

レベル３高齢者等避難の発令対象区域は適切に絞り込むこと） 

２：数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想

定されるとき。 

３：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴

う前線や台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想され

る場合（大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に

大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）に切り替え

る可能性が高い旨に言及されている場合など）（夕刻時点で発令） 

注 1 上記１～３以外についても、雨量と土砂災害発生との関係に関する

知見等に基づき設定が可能な場合は、市町村内の雨量観測地点や土砂

災害警戒区域等で既に累加雨量が一定量を超え、その時点以降に降雨

の継続が予想される場合も、発令基準として設定してもよい。 

注 2 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）は最大２～３

時間先までの予測である。このため、上記の判断基準例１において、高

齢者等の避難行動の完了までにより多くの猶予時間が必要な場合に

は、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）の格子判定が

出現する前に、大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災

害]）の発表に基づき警戒レベル３高齢者等避難の発令を検討してもよ

い。

 

【警戒レベル４】 

避難指示

・土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）が発表され、か

つ、土砂災害に関するメッシュ情報で「実況で土砂災害警戒情報の基

準に到達」（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）したとき。 

・避難指示等による立退き避難が十分でなく、再度、立退き避難を居住

者等に促す必要があるとき。 

１：土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）が発表され

た場合（※土砂災害警戒情報は市町村単位を基本として発表されるが、

警戒レベル４ 避難指示の発令対象区域は適切に絞り込むこと）  
２：土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で「非常に危険

（うす紫）」（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）となった場合  
３：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前

線や台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場

合（夕刻時点で発令） 
４：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台

風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予

想される場合（立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風

警報の発表後速やかに発令）  
５：土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の

変化等）が発見された場合 
※夜間・未明であっても、発令基準例１～２又は５に該当する場合は、

躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。 

注 上記以外についても、雨量と土砂災害発生との関係に関する知見等に

基づき設定が可能な場合は、市町村内の雨量観測地点や土砂災害警戒

区域等で既に累加雨量が一定量を超え、その時点以降に降雨の継続が
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※「土砂災害に関するメッシュ情報」とは、気象庁が公表する「土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分布）」と、兵庫県が公表する「地域別土砂災害危険度」の２つを

総称したものであり、土砂災害の起こる危険度を表す情報のことである。 

 

「土砂災害に関するメッシュ情報」 

類 型 基 準

 予想される場合も、発令基準として設定してもよい。

 

【警戒レベル５】 
緊急安全確保

・土砂災害が発生した場合 

（災害が切迫）  
１： 大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報[土砂災害]）が発

表された場合  
（※大雨特別警報（土砂災害）は市町村単位を基本として発表されるが、

警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域は適切に絞り込むこと）  
（災害発生を確認）  
２：土砂災害の発生が確認された場合  
※発令基準例１を理由に警戒レベル５緊急安全確保を発令済みの場合、

発令基準例２の災害発生を確認しても、同一の居住者等に対し警戒レ

ベル５緊急安全確保を再度発令しない。具体的な災害の発生状況や考

えられる被害、とり得る行動等を可能な限り居住者等に伝達すること

に注力すること。

 

自主避難

・土砂災害の前兆現象を確認した場合や、不測の事態が生じ危険を感じ

た場合は、避難指示等がない場合であっても、自己の判断で避難行動

をとること。 

・真に切迫した状況においては、生命を守る最低限の行動を選択するこ

と。 

（避難時に注意すること） 

・避難所へ避難する際は、他の土砂災害危険区域内の通過は避けること。 

・土石流に関しては渓流に直角方向にできるだけ渓流から離れること。 

・渓流を渡って対岸に避難することは避けること。 

・避難所への避難が困難な場合には、生命を守る最低限の行動として、

周囲の建物より比較的高い建物（鉄筋コンクリート等の堅固な構造物）

の２階以上（斜面と反対側の部屋）に避難することを心がけること。
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〈情報の入手先〉 

　　　千種川の洪水警報：神戸地方気象台（078-222-8915） 緊急時：衛星電話（028-982-33） 

　　　　　　　　　　　　兵庫県西播磨県民局（0791-58-2233） 

光都土木事務所（0791-58-2235） 

　　　千 種 川 の 水 位：国土交通省　川の防災情報 

　　　　　　　　　　　　兵庫県　河川情報システム水位予測情報 

　　　上郡町の洪水警報：神戸地方気象台（078-222-8915） 緊急時：衛星電話（028-982-33） 

　　　雨量情報、土砂災害情報：気象庁　防災情報提供システム   

　　　　　　　　　　　　兵庫県　フェニックス防災システム 

      河 川 の 氾 濫：兵庫県　河川情報システム氾濫予測情報 

 

気 象 台 ホ ッ ト ラ イ ン：衛星電話　　028－982－33（緊急時） 

　　　　　　　　　　　　通常電話　　078－22  

 

 

 
【土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）】気象庁公表 
大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１ｋｍ四方の領域ごとに５

段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時
10 分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、
どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 
・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相
当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 
・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自
らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

 
【地域別土砂災害危険度】兵庫県公表 
兵庫県から、「土砂災害警戒情報」を補足する情報として、５ｋｍメッシュ若しくは１ｋｍ

メッシュごとに県下を細分化し、土砂災害の危険度が高まっている地域を示す「地域別土砂災
害危険度」が、次の着色にて提供される。 
・土砂災害警戒基準を既に超えているエリア＝赤色 
・１時間後に超えると予測されるエリア　　 ＝橙色 
・２時間後に超えると予測されるエリア     ＝黄色 
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ステムの土砂キキクル（大雨

警報（土砂災害）の危険度分布）を確認し、対象地区への避難情報の準備を整えておくこと。　　　 

　＊ただし、各情報の発表は県データと気象台データ双方で判断さ

 

早期注意情報 

（警報級の可能性）

職員への周知

及び連絡体制

の確立

概ね職員

の退庁時

までに情

報提供さ

れる（休

日前は金

曜日等）

【警戒レベル３】 

 

 

 

必要に応じ 

災害対策本部

基準超過

の概ね３

時間前

大雨警報の発表かつ、土砂災

害に関するメッシュ情報が

「実況または予測で大雨警報

の土壌雨量指数基準に到達」

基準超過

の概ね２

時間前

土砂災害警戒情報が発表 

土砂災害に関するメッシュ情報

＝予想で土砂災害警戒情報の基

準」に到達

【警戒レベル４】 

避難指示 

【警戒レベル１】 

 

【警戒レベル２】 

 

災害対策本部土砂災害が発生又は切迫
【警戒レベル５】 

緊急安全確保
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第６　避難指示等の発令 

 

１．避難指示等の発令、実施責任者 

(1) 町長は、災害が発生するおそれがある状況、即ち災害リスクのある区域等の高齢者等が危

険な場所から避難するべき状況において、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し

て｢警戒レベル３、 」を発令する。 

(2) 町長は、災害が発生するおそれが高い状況、即ち災害リスクのある区域等の居住者等が危

険な場所から避難するべき状況において、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し

て「避難指示」を発令する。 

(3) 町長は、災害が発生又は切迫している状況、即ち居住者等が身の安全を確保するために指

定緊急避難場所等へ立退き避難することがかえって危険であると考えられる状況において、

いまだ危険な場所にいる居住者等に対し、「立退き避難」を中心とした避難行動から、「緊急

安全確保」を中心とした行動へと行動変容するように促したい場合に、必要と認める地域の

必要と認める居住者等に対して「警戒レベル５、緊急安全確保」を発令する。 

ただし、災害が発生・切迫している状況において、その状況を町が必ず把握することがで

きるとは限らないこと等から、本情報は町長から必ず発令される情報ではない。 

(4) 「警戒レベル４：避難指示」については、次の者が実施責任者として行う。なお、避難時

の周囲の状況等により避難のための立ち退きを行うことがかえって危険を伴う場合等やむを

得ないときは、居住者等に対して、近隣のより安全な建物への緊急的な退避や屋内での退避

等の安全確保措置を行うよう指示を行う。 

 

 

 

 実施責任者 根拠法規

 
町 長

住民の生命又は身体を災害から保護し、及び災害の拡大

を防止するために特に必要があると認める場合は、避難の

ための立ち退きを指示する。

災害対策基本

法第 60 条第１

項

 
知 事

町が事務の全部又は大部分の事務を行うことができな

くなったときは、避難のための立ち退きの指示に関する措

置の全部又は一部を町長に代わって行う。

災害対策基本

法第 60 条第６

項

 知事又はそ

の命を受け

た職員

地すべり、洪水により著しい危険が切迫していると認め

られるときは、避難のための立ち退きを指示する。

水防法第 29 条

地すべり等防

止法第 25 条

 
警 察 官

町長による避難の指示ができないと認めるとき又は、町

長から要求があったときは、避難のための立ち退きを指示

する。

災害対策基本

法第 61 条

 
自 衛 官

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害の状況に

より特に急を要する場合で、警察官がその現場にいない場

合に限り、避難等の措置を講ずる｡

自衛隊法第 94 

条
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避難指示等の流れ 

ア　町長は、避難指示等を発令した場合、知事及び放送事業者へ速やかに報告する｡ 

イ　実施責任者は、指示を行った場合、その旨を速やかに関係機関に通報する。なお、緊急

の場合以外は、原則として実施責任者相互の連絡協議のもとに行う。 

 

 

 

 

 

 
 

３．住民に対する周知 

避難指示等にあたっては、要配慮者にも配慮して、本部事務局が総務部（情報・広報班）と連

携し、あらゆる伝達手段を複合的に活用し住民への周知徹底を図る。また、台風による大雨発生

等事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、

住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努める。 

ア　周知の内容 

①　指示者 

②　避難すべき理由（災害種別も含める） 

③　避難すべき場所（指定避難所若しくは指定緊急避難場所） 

④　避難所若しくは緊急避難場所の利用可否状況 

イ　周知の手段 

①　広報車 

②　サイレンの吹鳴  

 

 

 

［避難指示文例　【警戒レベル３】 ］ 

 ■緊急放送！緊急放送！（又は、警戒レベル３！警戒レベル３！） 

■こちらは、上郡町です。 

■土砂災害が発生するおそれがあるため、○○地区の土砂災害警戒区域に対し、警戒レ 

ベル３「高齢者等避難」を発令しました。 

■○○地区の土砂災害警戒区域にいる（又は、「ハザードマップを確認し、土砂災害のお

それがある区域にいる」）高齢者や障害のある人など避難に時間のかかる方やその支

援者の方は、避難場所や安全な親戚・知人宅等に速やかに避難してください。 

■それ以外の方も、不要不急の外出を控えたり、避難の準備を整えるとともに、必要に

応じ、自主的に避難してください。 

■特に※、崖付近や沢沿いにお住まいの方や、避難経路が通行止めになるおそれがある

方は自主的に避難してください。 

(※）地域の状況に応じた表現で伝達する

住
　
　
民

避難指示等報 告

通 報

町
　
　
長

知 事

要 請
関 係 機 関 等 避難指示等

通 知

(緊急時)

警 察 官 等
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[避難指示文例　【警戒レベル４】避難指示] 

 

[避難指示文例　【警戒レベル５】緊急安全確保］ 

 

 

 ■緊急放送！緊急放送！（又は、警戒レベル４！警戒レベル４！） 

■こちらは、上郡町です。 

■土砂災害が発生するおそれが高まったため、○○地区の土砂災害警戒区域に対し、

警戒レベル４「避難指示」を発令しました。 

■○○地区の土砂災害警戒区域にいる方は、（又は、「ハザードマップを確認し、土砂

災害のおそれがある区域にいる方は、」）避難場所や安全な親戚・知人宅等に今すぐ

避難してください。 

■ただし、避難場所等への立退き避難が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた

建物や自宅内の部屋に移動するなど、身の安全を確保してください。

 （土砂災害発生が切迫している状況） 

■緊急放送！緊急放送！（又は、警戒レベル５！警戒レベル５！） 

■こちらは、上郡町です。 

■上郡町に大雨特別警報（土砂災害）が発表され、○○地区では土砂災害が既に発生し

ている可能性が極めて高い状況であるため、○○地区の土砂災害警戒区域に対し、警

戒レベル５「緊急安全確保」を発令しました。 

■避難場所等への立退き避難が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物や自宅

内の部屋に移動するなど、命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してく

ださい。 

（土砂災害発生を確認した状況） 

■緊急放送！緊急放送！（又は、土砂災害発生！土砂災害発生！） 

■こちらは、上郡町です。 

■○○地区で土砂災害が発生したため、○○地区の土砂災害警戒区域に対し、警戒レベ

ル５「緊急安全確保」を発令しました。（注） 

■避難場所等への立退き避難が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物や自宅

内の部屋に移動するなど、命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してく

ださい。（具体的な災害の発生状況や考えられる被害、とりうる行動等を可能な限り

詳細に居住者等に伝達することに努める。） 

（注）災害切迫時に警戒レベル５緊急安全確保を発令していない場合には、災害発生確

認時に発令することが考えられる。他方、災害切迫時に既に警戒レベル５緊急安全確保

を発令済である場合は、災害発生を確認した場合や、異なる災害種別の災害が切迫した

場合（洪水が切迫し発令した後、土砂災害も切迫した場合等）でも命を守る行動をとる

よう既に求めているため、同一の居住者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を再度発令

することがないよう注意する。
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第７　避難の誘導 

 

１．避難誘導を行う者 

ア　住民の避難誘導 

住民の避難誘導は、原則として自主防災組織、自治会単位による自主避難とする。なお、

要配慮者の避難にあたっては、地域住民または消防団の協力により支援を行う。 

イ　公共施設等における誘導 

学校、 、高齢者福祉施設等公共施設における避難誘導は、原則として施設

の管理責任者及び町職員が実施する。 

ウ　事業所及び大規模店舗等における誘導 

原則として、事業所等の管理責任者及び防火管理者若しくは防災担当者が実施する。 

エ　交通機関等における誘導 

交通機関等における避難の誘導は、その交通機関の防災計画及び避難計画に基づき実施

する。 

２．避難の誘導方法 

避難の誘導は、災害の規模、状況に応じて概ね次のように実施する。 

ア　避難経路は、できる限り危険な橋、堤防、急傾斜地や渓流その他新たに災害発生のおそ

れのある場所を避け、安全な場所を選定すること。この場合なるべく身体壮健者、その他

適当な者に依頼して避難者の誘導措置を講ずる。 

イ　危険な地域には標示、なわ張りを行う他、状況により誘導員を配置する。 

ウ　浸水地にあっては、舟艇又はロープ等を使用して安全を期する。 

エ　高齢者、障がい者等の要配慮者の避難を優先して行う。 

オ　誘導中は水没、感電等の事故防止に努める。 

カ　避難誘導は収容先での救助物資の配給等を考慮し、できれば自治会又は自主防災組織等

の単位で集団的に行う。 

※要配慮者については、避難行動要支援者名簿を有効に活用すること。 

 

第８ 避難の解除 

 

災害に伴う危険が解消したと認められた場合、避難指示等の伝達と同様に、速やかに避難の解

除を指示し、その旨を公示するとともに知事に報告する。 

 

《解除基準》 

　「土砂災害警戒情報」及び「大雨警報（土砂災害）が解除された場合。
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第２項　警戒区域設定計画 

 

 

 

 

 

第２項「警戒区域設定計画」については、第１部「風水害応急対応計画」 第３章 第２節 第２

項「警戒区域設定計画」を準用する。 

 

  

第３項　避難所開設・運営計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４項　要配慮者対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、住民の生命又は身体に対する危

険を防止するため特に必要があると認められるとき、警戒区域を設定する。

台風や豪雨等により浸水・がけ崩れ等が発生し、又は発生するおそれがある場合、住民

が避難することが予想される。このため、町は被災した住民が、一時的に生活する場の確

保、生活の再建の支援に向け、避難所を設置する。

台風や豪雨等により浸水・がけ崩れ等が発生し、又は発生するおそれがある場合、避難

等に時間を要する要配慮者に対する、支援策を実施する。また、災害発生後速やかに要配

慮者の安否を確認するとともに、聞き取り調査や相談窓口の設置等により、必要な援護内

容等を把握し、生活支援策を実施する。 
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第１項　災害情報の収集・伝達に関する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項　通信運用計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項　広報広聴計画 

 

 

 

 

 

 

 

  

風水害、土砂災害による被害の軽減を図るため、気象情報等の収集や予警報の迅速かつ

確実な伝達を行う。また、災害が発生した場合には、被害状況等の情報収集活動を速やか

に実施し、応急対策体制の迅速な立ち上げを図るとともに災害救助法の適用等を速やか

に判断できるよう、被害情報の的確な把握に努める。

災害の発生により電話等有線通信回線が被災し、不通となった場合、衛星電話等をはじ

め防災関係機関等の非常用通信施設を有効に活用し、通信連絡網を確保する。

町及び防災関係機関は、災害に伴う緊急情報、生活関連情報等について適時に住民に広

報を行うとともに、住民からの各種相談に適切に対応し、住民の不安解消、安全確保、生

活の安定化、生活再建機運の促進等に努める。
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第１項　応援要請計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項　水防活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項　救助・救急・医療計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の対応能力を超えた大規模な災害が発生した場合は、県、他市町、自衛隊等に対し速

やかに応援を要請し、住民の生命、身体及び財産の確保について万全の措置をとる必要が

ある。迅速かつ効果的に応援活動を受けられるよう、応援要請の方法、手続き、応援部隊

の受入を次により実施する。

消防機関は、暴風雨等の災害が発生した場合、迅速に活動体制を整え、総力をあげて水

防活動、避難誘導、救助救急等の応急対策活動に取り組む。水防活動については、水防法

に基づき毎年定める上郡町水防計画に基づき実施するものであるが、基本的事項につい

ては以下に定める。 

風水害においては、浸水、土砂崩れ、樹木の倒壊、建物の損壊等により、要救出・救助

者が多数発生することが予想される。これらに対処するため、町は、警察、自衛隊、消防

応援部隊 災関係機関と連携を図り、救出・救助体制を確立し、迅速かつ適切な救

出・救助活動に努める。また、災害のため医療機関の機能が停止し、又は医師の不足等に

より被災地の住民が医療・助産の途を失った場合や多数の負傷者が発生した場合に、関係

機関は迅速かつ的確な医療活動を実施し、負傷者等の適切な保護を図る。 
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第４項　二次災害対策計画 

 

 

 

       
 

 

 

  

第５項　緊急輸送活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６項　ライフライン等の応急復旧計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水や土砂災害の危険箇所や危険物施設等について、災害発生後、迅速な点検及び応急

措置等を実施し、二次災害の未然防止を図る。

災害発生時における救援物資等の輸送や重症患者の搬送、応急対策要員の派遣等を迅

速に実施するため、緊急輸送路や緊急輸送車両を確保するとともに、ヘリコプターの活用

による輸送体制を整備する。

都市生活の基盤をなす水道、下水道、電力、ガス、電話、鉄道、バス等のライフライン

施設等の被害は、都市機能を麻痺させ、住民の生活や社会活動に極めて大きな影響を与え

る。このため、町及び各事業者は相互に連携を図り、応急復旧や二次災害の防止活動に努

める。
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第７項　災害救助法の適用計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８項　孤立地区への支援計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

  

 

災害により、町域の被害が災害救助法の適用基準に該当する場合は、同法の適用を受け

て必要な救助を実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。

土砂災害等により山間地域の交通、通信が途絶し集落等が孤立した場合には、ヘリコプ

ター等による輸送等により支援を実施する。

対 策 の 体 系

第１　孤立状況の情報収集 

第２　ヘリコプターの要請 

第３　救出・救助 

実 施 主 体

取 組 内 容
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第１項　飲料水の供給計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項　食料・生活必需品供給計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項　文教対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道施設が被災し、飲料水の供給が停止した場合には、給水車による給水や給水所の設

置等により飲料水を供給し、被災地の生活に対応する。

災害によって住家に被害を受け、自宅で炊飯等ができず、日常の食事に支障をきたした

被災者や被服等生活必需品を喪失した被災者に対し、応急的 食料、生活必需

品の供給を行い、被災者の心身の安定を図る。

災害が発生した場合は、児童生徒の安全確保を最優先するとともに、教育活動を確保

し、学校教育の目的を達成するため、学校教育の早期再開に必要な応急措置を迅速に実施

する。また、社会教育施設や貴重な文化財の保全のために必要な応急措置を実施する。
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第４項　住宅応急対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第５項　災害ボランティアの活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６項　行方不明者の捜索・遺体の処理・埋葬計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害のため住宅を失い、又は破損等のために居住することができなくなった被災者に

対して、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理を行い、一時的な居住の安定を図る。

災害時には、被災地内外のボランティアから救援活動等の申し出が予想され、こうした

ボランティアの協力は、被災地の救援等を図るうえで大きな力となる。円滑かつ効果的な

ボランティア活動が行えるように、ボランティアに対するニーズを把握するとともに、災

害ボランティアセンターを設置し、その活動拠点の提供等環境整備に努め、ボランティア

活動を積極的に支援する。

災害により行方不明者が発生したときは、関係機関と協力して迅速に捜索活動を実施

する。また、災害現場から遺体が発見されたときは、速やかに身元確認等を行い、遺体の

安置、火葬、埋葬等の処理を実施する。
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第７項　防疫・保健衛生計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８項　廃棄物処理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９項　農地・農業用施設等応急対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害後の感染症の発生、流行等を未然に防止するため、被災地における防疫活動を迅速

に実施する。また、住民の健康を保持するため、被災者に対する保健衛生活動を実施す

る。 

災害によって発生した損壊家屋等災害廃棄物や、施設の被災等により堆積する日常ご

みやし尿等を速やかに収集・処理し、被災地の生活環境の復旧を図り、公衆衛生の維持に

努める。

気象、水象情報の把握に努め、農地・農業用施設の管理者と共に、農地、農道、ため池、

用排水施設等の農業用施設の被害を軽減するための措置を的確に行うとともに、災害発

生時には関係機関と連携して各施設の被害状況の把握等、応急対策を実施し、営農体制の

早期確立を図る。
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第 10 項　義援金品の受入れ・配分計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時に国民及び企業等から義援金品を寄託された場合、その受入れ及び配分を迅速

かつ確実に行い、被災者の生活の安定を図る。


